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○ 平成28年11月４日に開催された財政制度等審議会財政制度

分科会において、財務省が、義務教育費国庫負担金制度に関

して資料を提出しました。

○ しかし、その資料には、誤解や事実誤認に基づく記述があり

ます。

○ このため、文部科学省としては、よりよい政策形成に向けて、

本資料において、主な見解を示してまいります。

本資料について



１．公立小中学校の教職員定数と児童生徒数の推移

定数改善計画がないこの10年間では、小・中学校の通常学級に通う児童生徒１人当た
りの教職員定数は、約２％（児童生徒40人当たり0.04人）の増加に留まっています。

この「約２％の増加」で、激増する課題への対応（通級指導を受ける児童生徒2.3倍、日本語指導

が必要な児童生徒1.5倍など）が求められています。
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教職員定数（特別支援学校・学級を除く。）

児童生徒数（特別支援学校・学級を除く。）

2.42

1.91 

2.46 
児童生徒40人当たり教職員数
（特別支援学校・学級を除く。）

平成に入って以降、児童生徒１人当たりの教職員定数は約40％増加していますが、その原因

は以下のとおりです。

①特別支援学校・特別支援学級に通う児童生徒の増加(約11％)

②10年以上前に終了した教職員定数改善計画（第5～7次）の実施（約27％）

③その後約10年間の、通級指導やいじめ・不登校など教育課題に対する加配定数の拡充(約２％)

第5次計画 第6次計画 第7次計画

↑ ↑ 
LD ･ ADHDが通級指導の対象に追加 学習指導要領の改訂に伴う授業時数の増加(H23～)

教職員定数

①

②

③
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１．公立小中学校の教職員定数と児童生徒数の推移
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２．教育に係る財政支出の現状

PT比（教員一人当たりの生徒数）は、OECD平均に概ね近い水準です。

一方、日本の学力はPISA調査でトップレベルですが、他のトップレベルの国々（韓国を除
く）のPT比は日本よりも良い条件であり、この点で「遜色ないレベル」とは言えません。

財制審資料
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ＰＴ比について諸外国と比較する際には、「ＯＥＣＤ・ＰＩＳＡ調査等の各種国際調査を通じて世

界トップレベルの維持・向上を目標とするなど、初等中等教育の質の向上を図る」（※）観点も

踏まえる必要があります。

※「経済・財政再生計画改革工程表」におけるＫＰＩ（第二階層）

なお、日本以外の「主要先進国」の学力は、いずれも世界トップレベルとは言えない点につい

て、財制審資料では触れられていません。

２．教育に係る財政支出の現状

国名（PISA2012） 小学校(2013) 中学校(2013)

日本
（数２、読１、科１）

17.4 13.9
韓国
（数１、読２、科４）

17.3 17.5

フィンランド
（数６、読３、科２）

13.2 9.0

エストニア
（数５、読７、科３）

13.0 9.8

カナダ
（数７、読５、科６）

14.0（小・中平均）

ポーランド
（数８、読６、科５）

11.1 9.9

アメリカ
（数27位、読17位、科20位）

15.3 15.4

イギリス
（数19位、読16位、科14位）

20.7 18.5

ドイツ
（数10位、読13位、科７位）

15.6 13.6

フランス
（数18位、読14位、科18位）

19.3 15.4

（参考）「主要先進国」の国々の順位とPT比

数…数学リテラシー、読…読解力、科…科学的リテラシー
日本＋日本を除く上位５ヶ国のＰＩＳＡ順位（ＯＥＣＤ34ヶ国中）とＰＴ比

2013年 小学校 中学校

OECD平均 15.1 13.4

※数学的リテラシー、読解力、科学的リテラシーの平均で比較。
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イギリスは、日本よりもＰＴ比が悪い（教員１人当たりの児童生徒数が多い）ですが、教員に準じた多

種多様な職員配置が充実しています。（「教職員」１人当たり児童数は11.3人）

その結果、在学者１人当たりの公財政教育支出（初等教育＋前期中等教育）は増加傾向にあ

ります。（日本は横ばい）

２．教育に係る財政支出の現状

「イギリス」について

フルタイ
ム換算

Teacher Teaching 
Assistants

School 
Support 
Staff

Total 公立小学校

PTR PAR

（年） （万人） （人）

2011 44.0 22.0 21.8 87.8 21.0 11.7

2012 44.5 23.2 22.5 90.2 20.9 11.5

2013 45.0 24.4 22.7 92.0 20.8 11.3

PTR：教員1人当たりの児童生徒数、PAR：教職員1人当たりの児童生徒数
出典：School workforce in England: November 2015

補助教員 • 授業の準備
• 児童生徒への個別・グループ指導
の補助

• 掲示物等の掲示
• 配慮が必要な児童生徒の対応
• ICT機器の準備
• 読み聞かせなど多様

昼間指導員 • 昼食時間の食堂やグランドでの監
督、指導

• 食堂、グランド等での指導
• 食事の介助
• 児童生徒の安全管理 など

その他、学習メンター、遊び支援員、保護者対応支援
員、家庭学校連絡員、キャリアアドバイザー、事務長、
試験担当事務員、秘書、情報機器技術者、スポーツ
指導員、理科技術者など

26.2%
27.6%

31.3%

24.5% 24.3% 24.5%
20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

2009 2010 2011

イギリスの多種多様な職員（※）

在学者１人当たりの公財政教育支出（初等教育＋前期中等教育）

イギリス

日本

出典（※）： 植田みどり(2013)「多様な職種を活用した学校組織開発に関する取り組み－イギリスを事例として－」（国立教育政策研究所「Co-teachingスタッフ
や外部人材を生かした学校組織開発と教職員組織の在り方に関する総合的研究第二年次報告書」）より作成
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３．在学者1人当たりの年間公財政教育支出（対国民1人当たりGDP比）と租税負担率

近年、「租税負担率」は上昇し、今後も続くことが予想されていますが、「在学者1人当たり年間公財
政教育支出（対国民1人当たりGDP比）（初等教育・前期中等教育）」は横ばいになっています。

財制審資料
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

在学者1人当たり年間公財政教育支出（対国民
1人当たりGDP比）（初等教育・前期中等教育） 24.5 24.3 24.5 （※）

租税負担率（対国民所得） （※※） 21.9 22.1 22.7 23.2 24.1 26.0 26.5 26.1

出典：OECD Stats. 、財務省「国民負担率（対国民所得比）の推移」（平成28年2月）。
（※）公財政教育支出（初等教育・前期中等教育）は、2012年度以降の数字が未公表。
（※※） 租税負担率は、26年度（2014）までは実績、27年度（2015）は実績見込み、28年度（2016）は見通しである。



４．子供の数・クラス数の減少に伴う教職員定数の変化

①発達障害などの児童生徒への「通級指導」、②日本語能力に応じた指導が必要な児

童生徒への特別な指導のニーズは高まりを見せており、現在は「加配定数」により措置さ

れています。一方、「財務省試算」には、こうした児童生徒の増加傾向が加味されていな

いことから、「現在の教育環境を継続させた」試算になっていません。

財制審資料
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４．子供の数・クラス数の減少に伴う教職員定数の変化

文部科学省の見解

8

加配教職員定数

特別な指導が必要な児童生徒数

「財務省試算」では、10年で８％減

1.23 
2.43 
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9.03 
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通級による指導を受けている児童生徒数（万人）

（平成）

全児童生徒に占める割合のみならず、
人数ベースでも増加傾向

左：文科省作成資料、右：財政制度等審議会財政制度分科会（平成28年4月7日）資料

「財務省試算」は、「現在の教育環境を継続させた」ものになっていないのは明白。

文部科学省の概算要求では、こうした対象児童生徒数に応じて、教職員定数を算

定する「基礎定数化」を要求しているところ。

「教育環境」



５．教職員定数の試算の比較

文部科学省が提示している構想では、通常学級について、学校統廃合に伴う「クラス数」の減少を算

定上盛り込んでいます。

（仮に、「財務省試算」にある、『「児童・生徒数の減少幅」ほど「クラス数」は減少しない』のであれば、

特別支援学校・学級が増加しているからです。）

財制審資料
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６．加配定数と外部人材活用のあり方①（特別支援教育）

財制審資料

特別支援教育専門家（医療ケアのための看
護師、支援コーディネーター、理学療法士
等の外部専門家等）の配置

教員と専門スタッフ（看護師、理学療法士等）とでは、それぞれの職務内容・

専門性に加え、対象となる児童生徒が異なるものであり、一方が他方の役割を

代替できるものではありません。

文部科学省の見解
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６．加配定数と外部人材活用のあり方①（特別支援教育）

※28年度予算
ベース

通級指導担当教員 看護師 言語聴覚士（ＳＴ）、
作業療法士（ＯＴ）、
理学療法士（ＰＴ）

職務 • 「特別の教育課程」による正規の取り出し授業。（教員しか
実施することができない。）

• 保護者との面談
• 在籍校の担任等に対する情報提供・助言
• ケース会議
等通級指導に伴う業務全般

医療的ケア（痰の吸
引、経管栄養等）

教員とは異なる医療的
な観点から、教員等に対
する支援を実施。
（授業は行わない）

主な対象児童
生徒の例

以下の障害があり、通常の学級での学習におおむね参加で
き、一部特別な指導を必要とする程度の児童生徒
• 言語障害 ・自閉症
• 情緒障害 ・LD ・ADHD
• 弱視 ・難聴 肢体不自由 病弱及び身体虚弱

特別支援学校、小、
中学校等において日
常的に医療的ケアが
必要な児童生徒

ＳＴ－言語障害、聴覚障害
等

ＯＴ－知的障害、自閉症、
情緒障害等
ＰＴ－肢体不自由等

資格 教員免許 国家資格

予算 義務教育費国庫負担金 補助金（補助率1/3）

人数 5,775人 1,000人 428人

フルタイム
換算

704人 35人

（全体の97％）

ＳＴ－音声機能、言語機能、聴覚に障害のある者に言語訓練等を実施。ＯＴ－身体・精神に障害のある者に、応用的動作能力・社会的適応能
力の回復のための作業訓練等を実施。ＰＴ－身体に障害のある者に基本的動作能力の回復のための運動訓練等を実施。

通級指導担当教員 ・・・発達障害等の児童生徒に対し、取り出しによる「授業」を実施

看護師 ・・・痰の吸引等が必要な児童生徒に対し、「医療的ケア」を実施

理学療法士 ・・・肢体不自由の児童生徒を教える「教員」に対し、医療的な観点から助言

文部科学省の見解
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６．加配定数と外部人材活用のあり方②（外国人等への日本語指導）

財制審資料

帰国・外国人児童生徒等の公立学校におけ
る受入促進等のため、日本語指導ができる
支援員や、児童生徒の母語が分かる支援員
等を配置

児童生徒の日本語能力段階に応じた適切な組み合わせが必要です。

特に、日本語「で」教科を学ぶ段階では、日本語と教科の統合的な指導が必要

であり、その役割を担うことができるのは専門的な研修を受けた教員です。

文部科学省の見解
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日本語支援員や母語支援員は、来日直後など、初期段階の日本語指導や生活面のケアのため
には有効です。

一方、日本語「で」教科を学ぶ段階では、日本語と教科の統合的な指導が必要であり、その役割
を担うことができるのは専門的な研修を受けた教員であり、日本語支援員・母語支援員とは役割
が異なります。

※ 児童生徒の国籍・母語が多様化する中で、それぞれの母語も話せ、かつ、教科指導もできるような人材が安定的に確保で
きるか、という視点も必要。

DLAの

前段階

日常生活に必要な
日本語の習得が必要

ステージ１

学校生活に
必要な日本語
の習得がはじ

まる

ステージ２

支援を得て、学
校生活に必要
な日本語の取
得が進む

ステージ３

支援を得て、日常
的なトピックにつ
いて理解し、学級
活動にも部分的
にある程度参加

できる

ステージ４

日常的なトピッ
クについて理
解し、学級活動
にある程度参
加できる

ステージ５

教科内容と関連
したトピックにつ
いて理解し、授
業にある程度の
支援を得て参加

できる

ステージ６

教科内容と
関連したト
ピックについ
て理解し、積
極的に授業
に参加できる

※「外国人児童生徒のためのJSL対話型アセスメント（DLA）」JSL評価参照枠＜全体＞

在籍学級における指導

個々の児童生徒の
日本語能力に配慮しながら、
教育課程に基づく各教科を指導

在籍学級における指導

個々の児童生徒の
日本語能力に配慮しながら、
教育課程に基づく各教科を指導

初期日本語指導
（サバイバル日本語）
日本の社会生活や学校生活に
必要な日常会話等のための
日本語の指導

初期日本語指導
（サバイバル日本語）
日本の社会生活や学校生活に
必要な日常会話等のための
日本語の指導

日本語と教科の統合的な指導

教育課程に基づく各教科の内容を取り出して、
教科の理解に必要な学習言語とあわせて指導

児童生徒の日本語能力段階

必要な指導方法・指導内容／指導者

日本語支援員
・母語支援員

専門的な研修を受けた
外国人児童生徒等教育担当教員

学級担任＋学習サポーター など

６．加配定数と外部人材活用のあり方②（外国人等への日本語指導）

13

文部科学省の見解



７．特別支援教育における対応

財制審資料

①
②

③
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７．特別支援教育における対応①

海外では特別支援教育において学級規模と学力の間に有意な関連は見られないという研究例が多数存在。

① 概算要求の内容は、通級指導（授業の大半を通常学級で受けながら、平均週２～３コマ程度、取出しに

よる個別指導を行うもの）担当教員の拡充であり、「学級規模」を引き下げる要求ではありません。

② 特に障害のある児童生徒に対する教育の効果については、障害による学習上・生活上の困難

をどのように克服しているか、という観点が重要であり、ペーパーテストの学力のみをもって評

価するのは適切ではありません。（例えば、財制審資料で引用されているWilson(2011)は、「言語技術」

のテストスコアを用いて、「学級規模との関係に有意な相関関係なし」と説明）

文部科学省の見解

特別支援教育は、障害のある子供たちの自立や社会参加に向けた主体的な取組を支援するとい

う視点に立ち、子供たち一人一人の教育的ニーズを把握し、その持てる力を高め、障害による学

習上又は生活上の困難を改善・克服するため、適切な指導及び必要な支援を行うものである。

中央教育審議会教育課程部会特別支援教育部会 「特別支援教育部会における審議の取りまとめ」

15

「特別支援教育」について
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７．特別支援教育における対応②

通級指導に関する教員一人当たり児童生徒数は、都道府県別で最大15倍もの差。

① この数年、通級指導の児童生徒の伸びに比べ、加配定数の伸びが下回っています。

② 一方、通級指導の児童生徒が多い都道府県ほど、教員１人当たりの児童生徒数が多くなる傾

向が見られます。このことから、多くの児童生徒に通級指導を行っている自治体は、１人当たり

の指導時間を減らす等により対応していることが推測されます。

③ 都道府県別の差を解消するためには、今回文部科学省が概算要求で求めている、通級指導担

当教員の「基礎定数化」が必要です。

④ なお、「15倍」というのは、調査結果の解釈が誤っており、適切な値ではありません。

文部科学省の見解

教員1人当たり児童生徒数の推移（通級指導） 教員1人当たり児童生徒数（通級指導）と

通級指導を受ける児童生徒の割合の相関
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通級による指導に係る教員１人あたり児童生徒数（人）H27 16
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７．特別支援教育における対応②

通級指導に関する教員一人当たり児童生徒数は、都道府県別で最大15倍もの差。

17

言語障害・自閉症等 21名 →中学校に配置

される通級担当教員（１名）が担当

難聴 9名 →聴覚特別支援学校に配置され

る通級担当教員（１名）が担当

実際は、教員１人が児童生徒「１５．０」人を担当

文部科学省の見解

通級指導を受ける児童生徒は、小学校・中学校に在籍しています。一方、通級指導を担当する教員は、小学

校・中学校の他にも特別支援学校に配置される場合もあります。

例えば、山梨県の中学校では、生徒30名に対し、中学校に配置された教員（１名）と、特別支援学校に配置され

た教員のうちの１名が担当していますが、「財制審」資料の計算に含まれていません。

財制審資料

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

特別支援学校に設置されている通級指導教室に、小中学

生が通う、または、特別支援学校に配置される担当教員

が、小中学校に巡回指導する場合が該当します。

※文部科学省「平成27年度通級による指導実施状況調査結果について」
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７．特別支援教育における対応③

外部人材の支援員を活用することで、通級指導教室を設置していない自治体も存在
※通級指導教室の設置以外の手法により発達障害の児童生徒に対応している例

○支援員の活用により対応（15自治体） ○複数教員による指導で対応（12自治体）
○他自治体の担当者による巡回相談で工夫（3自治体）

（出典） （独）国立特別支援教育総合研究所「発達障害のある児童生徒の指導等に関する全国実態調査」

文部科学省の見解

当該調査では、現在通級指導教室を設置していない自治体の６割が、「必要だが現在は設置していない」と回

答していますが、財制審資料からは省略されています。

外部人材の支援員を活用することを理由に、「通級指導教室の設置は必要ではない」と回答した自治体は、本

調査による調査対象の自治体（約1,200自治体）の約１％に過ぎません。（一方、同じ調査では、通級指導教室

を設置する自治体の約８割が、「全体として有効に活用されていると思う。」と回答しています。）

※ 「複数教員」（12校）「他の自治体の通級指導担当者による巡回指導」（3校）は、どちらも教員による対応です。

18
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８．外国人児童生徒への対応

財制審資料
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国 地方

国（法人税） 地方（※）

※法人事業税、法人住民税、地方法人税、地方法人特別税の合計

国（法人税） 地方（※）
地方交付税交付金

充当分

法人税の３３．１％

① 国は、地方公共団体とともに義務教育にかかる費用を無償にし、国民の教育を受ける権利を

保障する義務を負っています。児童生徒の散在・集中などにかかわらず、どの児童生徒に対し

ても、国が教育の機会均等と教育水準の維持向上に責任をもつ必要があります。

② このため、義務教育にかかる教職員の給与費については、国が３分の１を、地方が３分の２を

負担しています。 （義務教育費国庫負担制度）

③ 企業誘致等によって生まれる法人税収は、約６割が国、約４割が地方の税収であり、国も恩恵

を受けています。（地方交付税交付金充当分を除いても、国：地方の収入割合は４：６。）

文部科学省の見解

法人税収

義務教育費国庫負担金

１／３

８．外国人児童生徒への対応（地方自治体の協力①）
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担当教員の基礎定数化を要求している「外国人児童生徒等教育」とは、単なる日本語指導では

なく、「日本語と教科の統合的な指導」のことであり、法令上も、正規の教育課程（授業）として位

置付けられます。

こうした「日本語と教科の統合的な指導」の指導者に必要とされるのは、児童生徒の「様々な母

国語」を話せる事よりもむしろ、日本語能力に応じた日本語指導や教科指導、児童生徒の母国

の文化的背景や家庭環境等を踏まえた生活指導、学級担任等との指導内容に関するコーディ

ネート等ができる事です。

文部科学省の見解

８．外国人児童生徒への対応（地方自治体の協力②）

21

第50条 小学校の教育課程は、国語、社会、算数、理科、生活、音楽、図画工作、家庭及び体育の各教科、道徳、外国語活動、総合

的な学習の時間並びに特別活動によって編成するものとする。

第56条の２ 小学校において、日本語に通じない児童のうち、当該児童の日本語を理解し、使用する能力に応じた特別の指導を行う

必要があるものを教育する場合には、文部科学大臣が別に定めるところにより、第50条第１項・・・（略）・・・の規定にかかわらず、特別

の教育課程によることができる。

「外国人児童生徒等教育」の法令上の位置付け（学校教育法施行規則）

「日本語と教科の統合的な指導」の例

教科志向型
JSLカリキュラム

各教科に日本語で参
加できる力を育む
各教科の学習課程を重視

■面積の求め方（平行四辺形）・・・日本語の理解や表現を促す支援を行う。
○日本語の目標：平行四辺形の求積方法を表す表現に慣れる。
○活動の流れ ①課題を理解する。

②求積方法について、ヒントを参考にしながら考える。
③ワークをもとに、考えたことを整理しまとめる。
④自分が考えた方法以外について知る。



④ 集住地域では、既に、企業や自治体が日本語学習等に協力する仕組みが導入されています

が、義務教育については、国として地方公共団体とともに責任をもつ必要があり、集住地域の

自治体からの要望も大きくなっています。

⑤ 外国人児童生徒等が多く存在する地域は、企業の立地以外にも様々な要因が関係している

点について、十分に留意する必要があります。

文部科学省の見解

８．外国人児童生徒への対応（企業の協力）

神奈川県大和市（外国人割合2.6%）
「本市に多くの外国人市民が在住している理由としては、以下のよ
うなものが考えられます。
1. 1980年2月から1998年3月まで、南林間に定住促進センターが

設置され、インドシナ（ラオス、ベトナム、カンボジア）難民の
方々への日本への定住支援が行われ、その後もその活動を支
援する団体（NPO法人かながわ難民定住援助協会等）による支
援が継続していること。

2. 1989年に出入国管理及び難民認定法（入管法）が改正され、
日系人のビザ取得が容易になったこと。

3. 1994年7月1日に、国際交流、国際理解の拠点として、財団法
人大和市国際化協会（2012年4月1日より公益財団法人に変
更）が設置されたこと。

長野県飯田市（外国人割合2.0%）
「 飯田市は、戦前より多くの満蒙開拓団を送り出したという歴史的
背景があり、帰国者やその子孫が多いという特徴を持つと同時に、
製造業を中心に多くの外国人住民が就労しています。」

※出典：飯田市市民協働環境部男女共同参画課 「飯田市多文化共生社
会推進計画」 ～地球市民として、共に生きる～ 平成27年度 実施状況報告

※出典：大和市ホームページ

企業等による協力の例（愛知県 日本語学習支援基金） 外国人住民が多く在住する理由
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多文化共生社会の実現に向けた外国人児童生徒等教育の充実について（要望）

外国人集住都市会議

平成２８年１１月

外国人集住都市会議では、地域に在住する外国人住民と日本人住民との共生のための取り組みを進めてきた。近年、外国人住

民にかかわる課題の解決とともに、外国人住民をまちづくりの重要なパートナーとして、その多様性をまちづくりに生かしていく取り

組みも始まりつつある。

このため、将来のまちづくりを担う外国人の子どもへの教育の充実、特に、義務教育段階からの外国人児童生徒等への指導の充

実は極めて重要である。平成28年5月1日現在、外国人集住都市会議参加都市の公立小中学校に在籍する外国人児童生徒等のう
ち、日本語指導が必要な児童生徒数は7,791人いるにもかかわらず、そのうち「特別の教育課程」を受けている児童生徒数は3,702
人であり、全体の半分に満たない。先ずは公立小中学校において児童生徒の日本語の能力に応じた専門的な指導を行うための体

制整備が喫緊の課題である。

外国人集住都市会議参加都市では、外国人児童生徒の日本語能力に応じたきめ細かい指導・支援体制整備のモデルを構築、

発信してきた。例えば、初期日本語教室や放課後指導などにより、特別の教育課程を受けることができない児童生徒2,692人（上記
時点同様）に対して日本語指導を行っているが充分と言えない状況にある。

現在、全国の半数の自治体において外国人児童生徒等が学校に通う状況であり、外国人住民の定住化が進むなか、地域社会

の将来の担い手となる外国人児童生徒等への教育の充実は、国全体で真摯に取り組むべき課題である。

外国人集住都市会議は、学校における外国人児童生徒等教育の充実に向けて、以下の措置を講じるよう強く要望する。

１．日本語指導の充実や、「特別の教育課程」のために必要な指導者を安定的・計画的に配置すること。また、そのための基礎定数

化を図ること。

２．自治体における外国人児童生徒等の受入れ体制や、校内での日本語能力に応じたきめ細かな指導体制の充実のため、「帰

国・外国人児童生徒等教育の推進支援事業」をはじめ日本語指導支援員、母語支援員を拡充すること。併せて、日本語教育をはじ

め外国人児童生徒にかかわる人材の育成を図ること。

外国人集住自治体からの要望

外国人集住都市会議の会員都市（平成28年4月1日現在）
【群馬県】太田市、大泉町 【長野県】上田市、飯田市 【岐阜県】美濃加茂市 【静岡県】浜松市、富士市、磐田市、掛川市、袋井
市、湖西市、菊川市 【愛知県】豊橋市、豊田市、小牧市、【三重県】津市、四日市市、鈴鹿市、亀山市、伊賀市、【滋賀県】
長浜市、甲賀市 【岡山県】総社市 オブザーバー 【愛知県】蒲郡市、新城市 23
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文部科学省の見解

９．まとめ
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文部科学省が担当教員の基礎定数化を要求している「外国人児童生徒等教育」と「通級指導」

は、いずれも、補習ではなく、一定の要件のもと、法令上、正規の教育課程（授業）として位置付

けられるものです。

補習など、教育課程外の活動については、外部人材の活用など様々な手段があり、それぞれ

の比較・分析、役割分担の検討などが考えられます。

一方、正規の教育課程である「通級指導」や「外国人児童生徒等教育」については、法令上、原

則免許状を有する「教員」が指導する必要があります。このため、「外部人材」が教員の代替を

担うことができる、という前提の比較検証は適切ではありません。

正規の教育課程と「補習」の考え方

正規の教育課程（授業） 補習

教育課程

学校教育法施行規則、学習指導要領に則って実施 （週25～29コマ）
※言語障害、自閉症等の児童生徒については、「通級による特別の教育課程」
（週１～８コマ）による授業を、正規の教育課程の一部に代替することが可能

※日本語能力に応じた指導が必要な児童生徒についても同様）

地域や学校の実情に応じ、
必要な児童生徒に対して
補充・発展的学習等を実施

指導者
教員 （教育職員免許法）

※教員以外のスタッフ（例：母語支援員）については、教員が全体統括・成績評価をすること
を前提に、教員と一緒にティーム・ティーチングを行う事や教員の補助を担う事は可能。

教員の他、サポートスタッフ（地域
人材や大学生等）の活用も可能


